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　地
域
お
こ
し
協
力
隊
は
、
人
口
減
少
や
高
齢
化

等
の
進
行
が
著
し
い
地
方
に
お
い
て
、
地
域
外
の

人
材
を
積
極
的
に
誘
致
し
、
そ
の
定
住
・
定
着
を

図
る
事
で
、
意
欲
あ
る
都
市
住
民
の
ニ
ー
ズ
に
こ

た
え
な
が
ら
、
地
域
力
の
維
持
・
強
化
を
図
っ
て

い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
取
組
で
す
。

　具
体
的
に
は
地
方
自
治
体
が
都
市
住
民
を
受
け

入
れ
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
し
て
委
嘱
し
、
一

定
期
間
以
上
農
林
漁
業
の
応
援
、
水
源
保
全
・
監

視
活
動
、
住
民
の
生
活
支
援
な
ど
の
各
種
の
地
域

協
力
活
動
に
従
事
し
て
頂
き
な
が
ら
、
当
該
地
域

へ
の
定
住
・
定
着
を
図
っ
て
い
く
も
の
で
す
。

　職
務
内
容
、
活
動
方
針
は
自
治
体
に
よ
っ
て
異

な
り
、
全
国
で
様
々
な
分
野
の
地
域
お
こ
し
協
力

隊
が
活
躍
し
て
い
ま
す
。

地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
は

(１団体２００万を上限とする )

おおむね１年～３年以下
地方自治体の委嘱を受け、
地域に居住し活動を行う

一般社団法人　移住・交流推進機構　地域おこし協力隊ページ
総務省地域おこし協力隊概要ＰＤＦ　より引用

平成２１年に総務省によって制度化された「地域おこし協力隊」。

西ノ島でも平成２５年度より受け入れを開始し、現在２名の隊員が活動しています。

人件費・報償費

活動旅費・消耗品費等
活動に関わる経費
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